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匝瑳市農業後継者新規就農支援助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、農業後継者の確保と新規就農者の営農意欲を助長するた

め、新規就農者に対し、予算の範囲内において農業後継者新規就農支援助成金

（以下「助成金」という。）を交付することに関し匝瑳市補助金等交付規則

（平成１８年匝瑳市規則第６６号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 助成金の交付対象者は、匝瑳市の区域内に住所を有する４９歳以下の新

規就農者で、千葉県海匝農業事務所が開催する農業経営体育成セミナーの受講

者（以下「受講者」という。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当する者は、助成

の対象としない。 

（１） 市税及び国民健康保険税に滞納がある者 

（２） 過去にこの制度及び他の地方公共団体における同種の制度に基づく助

成を３回以上受けたことがある者 

（助成金の額） 

第３条 助成金の額は、次のとおりとする。 

研修等の名称 金額 

農業経営体育成セミナー 

（１） 基本研修 

（２） 専門研修 

（３） 総合研修 

受講者１人につき１年度当たり１０万円とす

る。 

（交付の申請） 

第４条 規則第３条の規定により、助成金の交付の申請をしようとする者（以下

「交付申請者」という。）は、農業後継者新規就農支援助成金交付申請書（第

１号様式）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 
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（１） 匝瑳市の市税及び国民健康保険税に滞納がないことを証する書類 

（２） 誓約書（第２号様式） 

２ 前項第１号の書類については、交付申請者が同意書（第３号様式）を提出す

ることにより添付を省略することができる。 

（交付の決定） 

第５条 規則第４条の規定により、市長は、前条の申請書の提出があったときに

は、速やかに申請書の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定しなければな

らない。 

２ 規則第６条の規定により、市長は、前項に規定する決定の結果を農業後継者

新規就農支援助成金交付決定通知書（第４号様式）により当該交付申請者に通

知するものとする。 

（実績報告書の提出） 

第６条 規則第１２条の規定により交付申請者が実績報告をする場合は、農業後

継者新規就農支援助成金実績報告書（第５号様式）を市長に提出しなければな

らない 

（補助金の額の確定） 

第７条 市長は、交付すべき助成金の額を確定したときは、規則第１３条の規定

により農業後継者新規就農支援助成金確定通知書（第６号様式）により当該交

付申請者に通知するものとする。 

（交付の請求） 

第８条 規則第１５条の規定により助成金の交付を請求しようとする交付申請者

は、農業後継者新規就農支援助成金交付請求書（第７号様式）を市長に提出し

なければならない。 

２ 規則第１６条の規定により助成金の交付を概算払で請求しようとする交付申

請者は、農業後継者新規就農支援助成金概算払請求書（第８号様式）を市長に

提出しなければならない。 

（助成金の返還） 

第９条 市長は、助成金を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたと

きは、助成金の交付決定を取り消し、交付した助成金の全部又は一部を返還さ

せることができる。 
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（１） 第２条に規定する助成金の交付要件を満たさなくなったとき。 

（２） 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

（その他） 

第１０条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市場市農業後継者新規就農

支援助成金交付要綱(平成１１年八日市場市告示第３３号)の規定によりなされ

た手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成１８年３月２９日告示第８６号) 

 この告示は、平成１８年４月１日から施行し、平成１８年度分の予算に係る助

成金、利子補給金及び補助金から適用する。 

附 則(平成２２年６月２１日告示第３６号) 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この告示によ

る改正前の告示の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則(平成２３年５月２５日告示第４９号) 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第１条の規定

による改正前の匝瑳市農業後継者新規就農支援助成金交付要綱第１号様式の規

定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をし

て使用することができる。 



- 4 - 
 

附 則(平成２４年３月２３日告示第１２号) 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第５条の規定による改正後の匝瑳市農業後継者新規就農支援助成金交付要綱

の規定は、施行日以後に、市長に農業後継者新規就農支援助成金の交付に係る

申請(以下この項において「申請」という。)をする者から適用し、施行日前に

市長に申請をした者については、なお従前の例による。 

附 則(平成２６年３月２５日告示第１２号) 

（施行期日） 

この告示は、公示の日から施行し、平成２５年度分の予算に係る助成金から適

用する。 

附 則(令和３年６月３０日告示第７５号) 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年７月１日から施行する 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この告示によ

る改正前の告示の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の

間、所要の調整をして使用することができる 

附 則(令和５年５月２２日告示第４８号) 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則(令和６年２月１６日告示第９号) 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以

後の助成金であって、施行日以後に交付の申請があったものについて適用し、

施行日前の助成金及び施行日前に交付の申請があった助成金については、なお

従前の例による。 

附 則(令和７年２月１４日告示第８号) 
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１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の匝瑳市農業後継者新規就農支援助成金交付要綱（以下「改正後の告

示」という。）の規定は、この告示の施行の日（以下「施行日」という。)以後

に改正後の告示第４条の規定による申請書を市長に提出する者から適用し、施

行日の前日までに当該申請書を市長に提出した者については、なお従前の例に

よる。 

３ 施行日の前日までに、改正前の告示第１号様式及び第５号様式の規定により

調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用す

ることができる。 
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第１号様式（第４条関係） 

農業後継者新規就農支援助成金交付申請書 

 

年  月  日  

 匝瑳市長    あて 

申請者 住 所 

氏 名 

（電話   -   -    ） 

 

     年度において海匝農業経営体育成セミナー受講生となるので、匝瑳市

補助金等交付規則第３条の規定により、下記のとおり申請します。  

記 

１ 研修内容 

研修の種類 
（基本・専門・総合の別） 

研修の内容 
（年間カリキュラム計画） 

農業経営概要 
（専業・兼業農家の別・作目別生産（目標）面積又は頭数） 

（生年月日：    年  月  日 新規就農日：    年  月  日） 

２ 添付書類 

 （１） 匝瑳市の市税及び国民健康保険税に未納がないことを証する書類又は

同意書（第２号様式） 

（２） 誓約書（第３号様式） 

                                                      

上記について、相違ないことを証明する。 

令和  年  月  日 

千葉県海匝農業事務所長         印 

  



- 7 - 
 

第２号様式（第４条関係） 

 

同意書 

 

年  月  日  

 

匝瑳市長 あて 

同意者 住所         

氏名        ㊞ 

電話          

 

 農業後継者新規就農支援助成金の交付に伴い、匝瑳市の市税及び国民健康保険

税の納付状況について、当該補助金に関する事務に限り、匝瑳市が閲覧又は取得

することに同意します。 

 備考 氏名を自署することにより、押印を省略することができます。 
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第３号様式（第４条関係） 

 

誓約書 

 

年  月  日  

 

匝瑳市長  あて 

 

誓約者 住所 

氏名        ㊞ 

 

 私は、下記の事項について誓約します。 

記 

１ 私は、過去にこの制度及び他の地方公共団体における同種の制度に基づく補

助を３回以上受けたことがありません。 

２ 匝瑳市農業後継者新規就農支援助成金交付要綱第９条の規定により、補助金

の交付の決定の全部又は一部が取り消された場合は、補助金を返還いたしま

す。 

備考 氏名を自署することにより、押印を省略することができます。 
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第４号様式（第５条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

        様 

 

匝瑳市長    印  

 

農業後継者新規就農支援助成金交付決定通知書 

     年  月  日付けで申請のあった    年度農業後継者新規就農

支援助成金については、下記のとおり交付の決定をしたので、匝瑳市補助金等交

付規則第６条の規定により、通知します。 

記 

 

 交付確定額  金               円 
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第５号様式（第６条関係） 

農業後継者新規就農支援助成金実績報告書 

年  月  日  

 匝瑳市長    あて 

 

報告者 住所         

氏名         

電話         

 

     年  月  日付け第  号をもって助成金の交付決定のあったこの

ことについて、農業経営体育成セミナーを受講したので、匝瑳市補助金等交付規

則第１２条の規定により、下記のとおり報告します。 

記 

１ 研修内容 

研修の種類 
（基本・専門・総合の別） 

研修の内容 
（年間カリキュラム計画） 

農業経営概要 

又は農業経営 

目標 

（専業・兼業農家の別・作目別生産（目標）面積又は頭数） 

（生年月日：    年  月  日 新規就農日：    年  月  日） 

２ 添付書類 

  修了証書又は受講証書の写し及び意見・プロジェクト・経営計画の写し 
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第６号様式（第７条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

        様 

 

 

匝瑳市長    印  

 

 

農業後継者新規就農支援助成金確定通知書 

     年  月  日付けで実績報告のあった農業後継者新規就農支援助成

金については、匝瑳市補助金等交付規則第１３条の規定により、下記のとおり交

付額を確定します。 

記 

 

 交付確定額  金               円 
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第７号様式（第８条関係） 

 

農業後継者新規就農支援助成金交付請求書 

 

年  月  日 

 

 匝瑳市長    あて 

 

請求者 住所         

氏名         

 

     年  月  日付け第  号で額の確定のあった農業後継者新規就農

支援助成金について、匝瑳市補助金等交付規則第１５条の規定により、下記のと

おり請求します。 

記 

 請求額  金               円 

 

 

振込金融機関名   本支店名   

フ リ ガ ナ   

口 座 名 義   

口 座 の 種 類 当座 ・ 普通 

口 座 番 号   
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第８号様式（第８条関係） 

 

農業後継者新規就農支援助成金概算払請求書 

 

年  月  日  

 

 匝瑳市長    あて 

 

請求者 住所         

氏名         

 

     年  月  日付け第  号で交付決定のあった農業後継者新規就農

支援助成金について、匝瑳市補助金等交付規則第１６条の規定により、下記のと

おり概算払されますよう請求します。 

記 

 請求額  金               円 

 

振込金融機関名   本支店名   

フ リ ガ ナ   

口 座 名 義   

口 座 の 種 類 当座 ・ 普通 

口 座 番 号   

 


